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大島 和 輪 話

退職手当と年金っていくらもらえるの？？

先日年度末退職者を対象とした「退職事務説明会」がありました。その説明であった今年度末、退職し

た先生の退職手当・老齢厚生年金・退職後の医療保険制度・諸給付についてお知らせします。

退職手当について

退職手当とは・・・ 職員が長期間勤務したことにより払われる報奨金で、県が全額

負担するもの。（自分が掛金を払っているのではありません）

〈計算式〉 ○定年退職の場合
退職手当額 ＝ 退職時の給料月額 × 退職手当支給率 ＋ 調整額

＊退職時給料月額には、教職調整額及び給料の調整額を含む。

○定年前早期退職者に対する特例措置の場合

退職手当額 ＝ 退職時給料月額× ｛１＋（０．０３）×（定年年齢 - 退職

日の属する年度末における年齢）｝×退職手当支給率＋調整額
＊年度末59歳の者の加算率は0.02

＊特例措置を適用する退職者は、次の要件を全て満たす退職者であること。

ア 退職事由 勧奨、公務上の傷病、公務上の死亡又は整理退職
イ 勤続期間 ２０年以上（在職期間から休業期間等を除算したもの）

ウ 年 齢 年齢４５歳に達する年度の初日から５９歳に達する年度の

末日までの退職であること。

〈退職手当から控除されるもの〉

（１）所得税 及び復興特別所得税
（２）住民税（ア 県民税 イ 市町村民税）

（３）１月～４月の間に退職した者の給与所得に係る住民税の残額

（４）共済組合・互助会貸付金の未償還金

【参考】 今年度末定年退職される方の退職手当額例（説明会資料より抜粋 38年勤務高校教諭）

○退職時の給料月額 ４２１，７００円

○教職調整額（給料月額の４％） １６，８６８円
○退職手当の調整額区分 第６号 ２７，１００円

【退職計算式】

４３８，５６８円×４９．５９月分＋（27，100円×60月） ＝ ２３，３７４，５８７円
控除額（所得税） ７０，８０６円

（県民税） ５５，４００円

（市町民税） ８３，２００円
（給与所得にかかる住民税 仮定） ７９，２００円

差引口座振替額 約２３，０８５，９８１円

共同実施だより 第４号

H２９．１．３１
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老齢厚生年金について

①特別支給の老齢厚生年金（65歳になるまで）

②老齢基礎年金（国民年金）＋老齢厚生年金（65歳から）

62歳 65歳
28年度末 ①特別支給の老齢厚生年金 ②老齢基礎・厚生年金

退職者 63歳 65歳

29･30年度末 ①特別支給の老齢厚生年金 ②老齢基礎・厚生年金
退職者 64歳 65歳

31･32年度末 ①特老厚 ②老齢基礎・厚生年金

退職者 65歳
33年度末以降 ②老齢基礎・厚生年金

退職者

【参考】年金計算例 (説明会資料より）

今年度、定年退職される方の65歳までの年金額 約１，７５３，０２１円

（月平均 １４６，０８５円）
〃 65歳からの年金額 約２，１４３，１２１円

（月平均 １７８，５９３円）

＊上記の額は１例なので、個人により異なりますので、日本年金機構より送付される
「ねんきん定期便」でご確認ください。

退職後の医療保険制度について

①退職後の医療保険制度については、各自の状況に応じて選択できます。

再

任 常 勤 引き続き公立学校共済組合員となる
用 短時間勤務

退 さ

れ 再就職先の 再就職先の健康保険に加入する

る 健康保険が (強制加入)
適用される

再

就 短時間勤務 ①公立学校共済組合の任意継続組

職 などで再就 右 合員制度に加入する

す 職先の健康 の （現職中とほぼ同様の医療給付等

る 保険が適用 ３ 受けられる）

されない 種 ②居住地の市町の国民健康保険制

再 類 度に加入する。

職 就 か （１年目は前年の所得に対して掛金

職 ら を払うので高額となる）

し 選 ③家族の加入している健康 保険の

な 択 被扶養者となる。

い （収入が130万円未満でないと入れ

ない。個人年金も収入となる）

互助会諸給付について

②互助会より「退職生業資金」が給付されます。給料月額にもよりますが、９０～１００万円程度

が見込まれます。その他退職互助部に加入すれば、療養補助金や人間ドックの補助等、様々

な補助が受けられます。


